
女性活躍推進法に基づく行動計画 

2023年 11月 1日 

社会福祉法人 陽翠水 行動計画 

当法人では、性別や雇用区分に関係なく安心して働き、やりがいを持って活躍できる職場の環境

整備をめざして、次の行動計画を策定します。 

1.   計画期間 2023 年 11月 1日～2028年 3月31日までの 5年間 

2.   目標と取組内容 

目標 1 管理職（課長級以上）に占める女性労働者の割合 30％以上にする

【取り組み】 

・女性がキャリアアップできる環境を保持し、管理職に占める女性の割合が 30％を超えるよう支援

する 

・次の管理職の対象者となる男女社員（リーダークラスや副主任～係長）に対して役職者研修を実

施する 

目標 2   育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境を整備する。 

復帰率は 100％、男性職員の育児休業取得率50％を目指す。 

【取り組み】 

・育児休業制度の情報提供 

・時短勤務等復帰後の働き方の提案、事業所内保育利用の紹介など、子育てしながら働ける環境

の提案 

・復帰職員を受け入れる側の職員への理解 


